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行

平成18年 6月30日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 号外第 6号

１

ペ
ー
ジ

規
　
則

◯
秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
九
四
・
財
政
課
）
…
…
１

人
事
委
員
会
規
則

◯
人
事
委
員
会
規
則
八
―
六
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

人
事
委
員
会
訓
令

◯
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
…
…
…
…
…
１

秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
三
十
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
規
則
第
九
十
四
号

秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
二
第
二
十
四
号
の
三
の
次
に
次
の
七
号
を
加
え
る
。

二
十
四
の
四
　
介
護
支
援
専
門
員
登
録
申
請
手
数
料

二
十
四
の
五
　
介
護
支
援
専
門
員
登
録
移
転
申
請
手
数
料

二
十
四
の
六
　
介
護
支
援
専
門
員
証
交
付
手
数
料

二
十
四
の
七
　
介
護
支
援
専
門
員
証
移
転
交
付
手
数
料

二
十
四
の
八
　
介
護
支
援
専
門
員
証
有
効
期
間
更
新
申
請
手
数
料

二
十
四
の
九
　
介
護
支
援
専
門
員
証
書
換
交
付
手
数
料

二
十
四
の
十
　
介
護
支
援
専
門
員
証
再
交
付
手
数
料

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則
八
―
六
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
八
年
六
月
三
十
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷

人
事
委
員
会
規
則
八
―
六
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

規
則
八
―
六
（
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
十
三
中
「
第
五
条
の
六
」
を
「
第
五
条
の
七
」
に
改
め
、
同
条

を
第
五
条
の
十
四
と
す
る
。

第
五
条
の
十
二
中
「
第
五
条
の
七
、
第
五
条
の
八
」
を
「
第
五
条
の
八
、

第
五
条
の
九
」
に
、
「
第
五
条
の
十
」
を
「
第
五
条
の
十
一
」
に
改
め
、

「
並
び
に
第
二
項
各
号
」
を
削
り
、
「
第
五
条
の
八
第
一
項
第
一
号
」
を

「
第
五
条
の
九
第
一
項
第
一
号
」
に
、
「
第
五
条
の
八
第
一
項
第
二
号
」
を

「
第
五
条
の
九
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
の
十
三
と
す

る
。第

五
条
の
十
一
第
一
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第

二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
当
該
請
求
を
し
た
職
員
が
条
例
第

八
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
職
員
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
こ
と
。

第
五
条
の
十
一
を
第
五
条
の
十
二
と
し
、
第
五
条
の
十
を
第
五
条
の
十
一

と
し
、
第
五
条
の
九
を
第
五
条
の
十
と
す
る
。

第
五
条
の
八
第
一
項
中
第
四
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
当
該
請
求
を
し
た
職
員
が
条
例
第

八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
こ
と
。

第
五
条
の
八
を
第
五
条
の
九
と
し
、
第
五
条
の
七
を
第
五
条
の
八
と
し
、

第
五
条
の
六
を
第
五
条
の
七
と
す
る
。

第
五
条
の
五
中
「
前
三
条
」
を
「
前
四
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
の

六
と
す
る
。

第
五
条
の
四
第
一
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
」
を

「
条
例
第
八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
定
め
る
子
」
に
改
め
、

同
項
第
三
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。三

　
前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
当
該
請
求
を
し
た
職
員
が
条
例
第

八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
職
員
に
該
当
し
な

く
な
っ
た
こ
と
。

第
五
条
の
四
第
二
項
中
「
第
三
号
」
の
下
に
「
及
び
第
四
号
」
を
加
え
、

同
条
を
第
五
条
の
五
と
す
る
。

第
五
条
の
三
を
第
五
条
の
四
と
し
、
第
五
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加

え
る
。

第
五
条
の
三

条
例
第
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
も
の

は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
条
の
二

第
三
項
に
規
定
す
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を
行
う
施
設
に
そ
の
子

（
当
該
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
よ
り
育
成
さ
れ
る
も
の
に
限

る
。
）
を
出
迎
え
る
た
め
に
赴
く
職
員
を
い
う
。

第
七
条
の
三
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
職
員
及
び
前
項
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う

ち
そ
の
使
用
し
た
年
次
有
給
休
暇
に
相
当
す
る
休
暇
の
日
数
が
明
ら
か
で

な
い
も
の
の
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
委
員
会
の
定
め
る
日
数
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
三
号

人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
十
八
年
六
月
三
十
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
加
賀
谷
　
　
　
殷

人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
秋
田
県
人
事
委
員
会
訓

令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
第
十
三
号
を
削
る
。

第
三
条
第
一
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

七
　
事
務
局
職
員
の
育
児
休
業
及
び
部
分
休
業
並
び
に
修
学
部
分
休
業
に

関
す
る
こ
と
。

附
　
則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
八
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

規
　
　
　
　
　
　
則

人

事

委
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会
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